
政
令
第

号

障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
身
体
障
害
者
療
護
施
設
、
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
及
び
身
体
障
害

者
授
産
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
支
援
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二

項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
及
び
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
の
う
ち
、
専
ら
身
体
障
害
者
福
祉
法
（

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
を
入
所
さ
せ
る
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
若
し
く
は
」
を
「
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
、
」
に
、
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

、
」
を
「
身
体
障
害
者
支
援
施
設
、
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
若
し
く
は
」



を
「
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
、
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
第
二
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
支
援
施
設
」
に
改

め
る
。

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
中
「
指
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
若
し
く
は
」
を
「
指
定
す
る
身
体

障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
す
る
」
に
、
「
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護

施
設
若
し
く
は
」
を
「
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
、
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援

護
施
設
若
し
く
は
」
を
「
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
、
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
表
第
五
十
条
第
一
項
の
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
身
体
障
害
者
療
護
施
設
、
身

体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
及
び
身
体
障
害
者
授
産
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
支
援
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
及
び
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム

の
う
ち
、
専
ら
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
を
入
所

さ
せ
る
施
設
」
に
改
め
る
。



（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
六

十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
表
第
五
十
条
第
一
項
の
項
中
「
身
体
障
害
者
を
入
所
さ
せ
る
施
設
」
と
あ
る
の
は
、
「
身
体
障
害

者
を
入
所
さ
せ
る
施
設
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
と
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
及
び
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
九
条
第
四
項
」
を
「
第
九
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

一

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
七
条
第
一
号
、
第
七
条
の
十
五
の
十
一
第
一
号
及
び

第
五
十
六
条
の
十
七
第
一
号

二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
十
条
の
十
九
第
五
項
第
一
号

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
十
九
条
第
一
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
補
装
具
製
作
施
設
及
び
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
を
除
く
。

）
、
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
（
補
装
具
製
作
施
設
及
び
視
聴
覚
障
害
者
情
報

提
供
施
設
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
「
、
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
を
削
り
、
「
又
は
母
子
保
健
施
設
」
を
「
、
母
子
保
健

施
設
、
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立

訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
改
め
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
施
行
令
第
十
九
条
第
一
項
中
「
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
ホ
ー
ム
、
」

と
、
「
供
す
る
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
供
す
る
施
設
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則

第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
同
法
附
則
第
四
十

八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施

設
」
と
す
る
。



（
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
中
「
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
二
十
九
条

に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
同
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
授
産
施
設
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
授
産
施

設
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
福
祉
工
場
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二

十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
、
同
法
第
二
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
」
を
「
障

害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
、
同
条
第
二
十

一
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定

す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事

業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条
の



規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
中
「
行
う
施
設
」
と
あ
る
の
は
、
「

行
う
施
設
、
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施

設
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第

二
十
九
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
及
び
同
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）
、

障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
（
同
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
授
産
施
設
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
福
祉
工
場
に
限
る
。
）
若
し
く
は
障
害

者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設

及
び
同
法
第
二
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

（
国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
一
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
次
条
第

八
項
第
一
号
」
を
「
次
条
第
七
項
第
一
号
」
に
、
「
第
二
条
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中
「
次
条
第
八
項
第
二
号
」
を
「
次
条
第
七
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
障
害
者
支
援
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
用
の
う
ち
一
又
は
二
以
上

の
用
に
主
と
し
て
供
す
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
掲
げ
る
用
に
併
せ
て
第
一
号
又
は

第
二
号
に
掲
げ
る
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
（
特

別
区
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
措
置
（
他
の
地
方
公
共
団
体
に
委
託
し
て
行
う
措
置
を
含
む
。
）
の

用
二

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が

行
う
措
置
（
他
の
地
方
公
共
団
体
に
委
託
し
て
行
う
措
置
を
含
む
。
）
の
用

三

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓



練
等
給
付
費
又
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
に
係
る
者
に
対
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
五
条
第
六
項
に
規

定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条

第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
に
限
る
。
）
の
用

第
二
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
条
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
条
第
二
項
第
五
号
ロ
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
四
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
二
条
第
二
項
第
五
号
ハ
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
四
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
条
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項

と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
二
条
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
す
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
二
若
し
く
は
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
十
条

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
三
項
第
三
号
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

（
建
設
業
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号

二

首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
八
号

三

公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
第
一
条
第
五
項
第
二
号
ロ

四

公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百

二
十
五
号
）
第
一
条
第
五
項
第
二
号

五

明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
五
年

政
令
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
第
七
号

六

北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
二



号
）
第
三
条
第
九
号

（
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
次

号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場
合
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次

号
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

第
六
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

障
害
者
支
援
施
設
（
生
活
介
護
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
入
所

し
て
い
る
場
合

（
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に



改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号

）
第
二
十
条
」
を
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
三
号
と
し
、
同
項
中
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

（
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
債
権
及
び
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
附

則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
費
用
の
支
給
の
対
象
と
な
る
補
装
具
の
売
渡
又
は
修
理
に

係
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二

年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



二

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
次

号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場
合
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次

号
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

第
六
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

障
害
者
支
援
施
設
（
生
活
介
護
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
に

入
所
し
て
い
る
場
合

（
社
会
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
、
第
四
号
を
削
る
。

二

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
又
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介

護
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規

定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の



（
社
会
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
七
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
法
施
行
令
第
一
条
第
二
号
中
「
事
業
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
、
」
と
、
「
定
め
る

も
の
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
も
の
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）
、
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四

十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
（
同
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
授

産
施
設
に
限
る
。
）
若
し
く
は
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法

附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
七

に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）
を
経
営
す
る
事
業
」
と
す
る
。

（
消
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
十
八
条

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

の
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
身
体
障
害
者
を
収
容
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
知
的
障
害
者
援
護

(六)

施
設
又
は
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う

事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設
」
に
改
め
る
。

（
消
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
九
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
防
法
施
行
令
別
表
第
一

の
項
中
「
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
ホ
ー
ム
、
」
と

(六)

、
「
行
う
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
施
設
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
四
十

一
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
を
収
容
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
障
害
者
自
立
支

援
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知



的
障
害
者
援
護
施
設
」
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
第
九
号
を
削
る
。

五

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
、
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
同
号
の
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
行
う
部
分
に
限
る
。
）

六

障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の

七

障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

八

障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の



第
二
条
中
「
（
同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
み
な
さ
れ
た
事
業
を
含
む
。
）
」
を
削

り
、
「
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
を
「
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第

号
）

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
六
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に

規
定
す
る
精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
障

害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
相
談
支
援
事
業
を
行
う
施
設
へ
転
換
す
る
場
合

附
則
第
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
転
換
後
の
前
項
第
三
号
の
施
設
は
、
特
定
介
護
保
険
施
設
等
と
み
な
し
て
、
法
の
規
定
を
適
用

す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
第
二
項
各
号
」
を
「
附
則
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
第
二
項
各
号
」
を
「
附
則
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
「
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
」
の
下
に
「
又
は



転
換
日
以
後
に
お
い
て
当
該
転
換
後
の
同
項
第
三
号
の
施
設
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
」
を
加
え
る
。

附
則
第
六
項
中
「
第
二
項
各
号
」
を
「
附
則
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号

）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
八
十
三
号
）
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
（
同
法
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
（
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
を
行
う
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法

に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
、
障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
に
相
当
す
る

事
業
を
行
う
も
の
（
同
号
の
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
行
う
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退

職
手
当
共
済
契
約
（
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に



関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
、
精
神
障
害
者
授
産
施
設

及
び
精
神
障
害
者
福
祉
工
場
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た

同
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
係
る
退
職

手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

３

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退

職
手
当
共
済
契
約
（
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
、
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身

体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
で
あ
っ
て
、
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム

で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

４

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退



職
手
当
共
済
契
約
（
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ

っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

５

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退

職
手
当
共
済
契
約
（
障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

（
同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業
を
含
む
。
）
の
う
ち
障
害
者
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

な
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う
ち
、
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
若
し
く
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う

事
業
又
は
同
法
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
係

る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

（
豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行



令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
特
別
措

置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
四
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
身
体

障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
及
び
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
（
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
又
は

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定

す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行

う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

（
豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行

令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に



関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
一
条
第
七
号
中
「
障
害
者
支
援
施
設
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
、
」
と
、
「

行
う
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
施
設
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害

者
更
生
援
護
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的

障
害
者
通
勤
寮
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
母
子
保
健
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

母
子
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
一
条
の
九
の
四
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年

政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
身
体
障
害
者
授
産
施
設
又
は
同
法
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
次
の



よ
う
に
改
め
る
。

三

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
又
は

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定

す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行

う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

（
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
二
十
六
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

四
条
第
三
号
中
「
障
害
者
支
援
施
設
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
、
」
と
、
「
行
う
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
行

う
施
設
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
附
則

第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）



若
し
く
は
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障

害
者
通
勤
寮
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
身
体
障
害
者
更
生
施
設
（
専

ら
視
覚
障
害
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
」
を
削
り
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

五

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
専

ら
視
覚
障
害
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第

六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援

又
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設
（
専
ら
視
覚
障
害
者
を
入
所

さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
公
益
法
人
が
設
置
す
る
も
の



第
二
条
第
二
項
中
「
前
項
第
五
号
」
を
「
前
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
及
び
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
条
第

一
項
」
と
、
「
行
う
施
設
（
専
ら
視
覚
障
害
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
施
設
（
専
ら
視
覚

障
害
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

（
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン



タ
ー

第
七
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
条
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

九

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
又
は

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定

す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行

う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

（
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
九
号
中
「
障
害
者
支
援

施
設
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
、
」
と
、
「
行
う
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
施
設
又
は
同
法
附
則
第
四
十

一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改



正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
を
除
く
。
）
若
し
く
は
障
害
者
自
立
支
援
法

附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障

害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通
勤
寮
を
除
く
。
）
」
と

す
る
。

（
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し

、
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は

同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設



（
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
二
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
条
第
七
号
中
「
供
す
る
施
設
又
は
」
と
あ
る
の
は
「

供
す
る
施
設
、
」
と
、
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第

四
十
八
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
同
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障

害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知

的
障
害
者
通
勤
寮
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第



五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
又
は

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定

す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行

う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

（
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
四
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
五
号
中
「
障
害
者
支
援
施
設

又
は
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
、
」
と
、
「
行
う
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
施
設
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条

第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た

同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通
勤
寮
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。



（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
十
四
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障

害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
」

を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
「
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
五

条
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
を
削
り
、
「
又
は
介
護
保
険
法
」
を
「
、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
、
「
介
護
老
人

保
健
施
設
」
の
下
に
「
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
の
用
に
供

す
る
施
設
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
、
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
若

し
く
は
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
」
を
加
え
る
。

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
六
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前



条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
条
第
十
四
号
中
「
若
し
く
は
同
条
第
二
十
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
、
同
条
第
二
十
二
項
」
と
、
「
福
祉
ホ
ー
ム
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
ホ
ー
ム
若
し
く
は
同
法
附
則
第
四
十
一

条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
同
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規

定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
と
す

る
。

（
消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
七
号
中
「
療
育
の
給
付
に
係
る
医
療
」
の
下
に
「
及
び
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
に
係
る
医
療
」
を
加
え

、
「
第
二
十
一
条
の
九
の
六
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
十
号
を
第

二
十
一
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
七
号
の
二
中
「
第
十
八
条
第
四
項
」
を
「

第
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「
施
設
入
所
等
」
を
「
障
害
者
支
援
施
設
等
へ
の
入
所
等
」
に
改
め
、
「
に
規
定
す
る
」
の
下
に

「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
へ
の
入
所
又
は
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
委
託
措
置
」
を
「
入
院
」
に
改
め
、
同



号
を
同
条
第
八
号
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二
第
四
項
中
「
同
号
イ
」
を
「
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号

若
し
く
は
第
五
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
三
十
一
条
（
身
体
障
害
者
授
産
施
設
）
に
規

定
す
る
身
体
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）
若
し
く
は
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
七
（
知
的
障
害
者
授
産

施
設
）
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）
又
は
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第
七
号
に
規
定
す
る
精
神
障
害

者
社
会
復
帰
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
種

類
）
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
授
産
施
設
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
福
祉
工
場
に
限
る
。
）
を
経
営
す
る

事
業
に
お
い
て
生
産
活
動
と
し
て
の
作
業
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
及
び
同
表
第
七
号
イ
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
三
第
一
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。



四

障
害
者
自
立
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
（
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
）
又
は
第
三
十
条
第
一
項
（
特
例
介

護
給
付
費
又
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
）
の
規
定
に
基
づ
き
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の

園
が
そ
の
設
置
す
る
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
若
し
く
は
訓
練
等
給
付
費
又
は
特

例
介
護
給
付
費
若
し
く
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
に
係
る
同
法
第
五
条
第
一
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
施
設
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
（
障
害
者
支
援
施
設
等
へ
の
入
所
等
の
措
置
）
の

規
定
に
基
づ
き
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
そ
の
設
置
す
る
施
設
に
お
い
て
行
う

同
号
の
更
生
援
護

第
十
四
条
の
三
第
五
号
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
（
平
成
十
七
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
」
を
削
り
、
「
居
宅
介
護
」
の
下
に
「
、
重
度
訪
問
介
護
」
を
、
「
短
期
入
所
」
の
下
に
「
、
共
同
生
活

介
護
」
を
加
え
、
「
、
同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
（
介
護
給
付
費
等
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
経
過
措
置
）
の
規

定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業
」
を
削
る
。

（
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
建
築
物
の
耐

震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
三
十
八
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
」
を
「
福
祉
ホ
ー
ム
」
に
改
め
る
。

一

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
六
年
政

令
第
三
百
十
一
号
）
第
一
条
第
十
号
及
び
第
二
条
第
九
号

二

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
及

び
第
五
条
第
一
項
第
十
八
号

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
条
第
二
項
中
「
精
神
保
健
福
祉
課
」
を
「
精
神
・
障
害
保
健
課
」
に
改
め
る
。

第
百
二
条
第
二
号
中
「
（
精
神
障
害
者
授
産
施
設
、
身
体
障
害
者
授
産
施
設
及
び
知
的
障
害
者
授
産
施
設
を
除
く
。
）
」

を
削
る
。

第
百
九
条
第
六
号
中
「
の
措
置
」
を
削
り
、
「
並
び
に
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
及
び
知
的
障
害
者
援
護
施
設
へ
の
入

所
又
は
通
所
に
要
す
る
」
を
「
及
び
障
害
者
支
援
施
設
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
自
立
訓

練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ



ス
に
要
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
」
を
「
障
害

者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
第
二
号
中
「
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を
削
る
。

第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
に

係
る
も
の
又
は
同
法
」
に
改
め
る
。

（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
八

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
知
的
障
害
者
援
護
施
設
、
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
」
を
「
身
体

障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
、
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業



（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
改
め

る
。

（
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
三
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施

設
（
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
授
産
施
設
（
常
時
利
用
す
る
者
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
通
所
施
設
に
限
る
。

）
、
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
（
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
（
就

労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
常
時
利
用
す
る
者
が
二
十
人
未
満

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
の
整
備

別
表
第
一
の
十
八
の
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
の
十
九
の
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護



施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
「
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
授
産
施
設
（
常
時

利
用
す
る
者
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
通
所
施
設
に
限
る
。
）
、
」
を
削
り
、
同
表
中
二
十
一
の
項
を
削
り
、
二
十
二
の
項
を

二
十
一
の
項
と
し
、
二
十
三
の
項
か
ら
二
十
八
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
項
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
「
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
授
産
施
設
（
常
時
利
用

す
る
者
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
通
所
施
設
に
限
る
。
）
、
」
を
削
り
、
同
表
中
四
の
項
を
削
り
、
五
の
項
を
四
の
項
と
す
る
。

別
表
第
三
の
四
の
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
二
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
八
条
の
二
第
七
号
中
「
除
く
。
）
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
除
く
。
）
、
」
と
、
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し

く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第

四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害



者
福
祉
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
授
産
施
設
（
常
時
利
用
す
る
者
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
通
所
施
設
に
限
る

。
）
を
除
く
。
）
若
し
く
は
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附

則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
七
に

規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
（
常
時
利
用
す
る
者
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
通
所
施
設
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
二
十
一

条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通
勤
寮
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
日
本
郵
政
公
社
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
五
項
」
を
「
第
二
十
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

一

日
本
郵
政
公
社
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二
項
の

表
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
九
第
五
項
の
項

二

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
の

表
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
九
第
五
項
の
項

三

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条

第
二
項
の
表
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
九
第
五
項
の
項



（
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海

溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
精
神

保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
「
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十

五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
を
削
り
、
「
又
は
介
護
保
険
法
」
を
「
、

介
護
保
険
法
」
に
改
め
、
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
の
下
に
「
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支

援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
、
同
条
第
二
十
一
項
に

規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
」
を
加
え
る
。

一

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十

四
号
）
第
三
条
第
十
四
号

二

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七



年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
三
条
第
十
四
号

（
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海

溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
五
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
第

十
四
号
及
び
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三

条
第
十
四
号
中
「
若
し
く
は
同
条
第
二
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
条
第
二
十
二
項
」
と
、
「
福
祉
ホ
ー
ム
」
と
あ
る
の

は
「
福
祉
ホ
ー
ム
若
し
く
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害

者
更
生
援
護
施
設
、
同
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
六
条

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改



正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
社
会
参

加
支
援
施
設
を
設
置
し
、
又
は
経
営
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設

立
し
た
法
人

第
二
条
第
四
号
中
「
第
八
項
の
短
期
入
所
又
は
第
十
六
項
の
共
同
生
活
援
助
」
を
「
同
条
第
三
項
の
重
度
訪
問
介
護
、
同

条
第
六
項
の
生
活
介
護
、
同
条
第
八
項
の
短
期
入
所
、
同
条
第
九
項
の
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
、
同
条
第
十
項
の
共
同
生

活
介
護
、
同
条
第
十
三
項
の
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
の
就
労
移
行
支
援
、
同
条
第
十
五
項
の
就
労
継
続
支
援
又
は
同
条

第
十
六
項
の
共
同
生
活
援
助
」
に
改
め
、
「
で
あ
る
」
の
下
に
「
医
療
法
人
又
は
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

四
の
二

障
害
者
自
立
支
援
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
も
の
を
設
置
し
、
又
は
経
営
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

四
の
三

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
七
項
の
相
談
支
援
事
業
を
行
う
施
設
、
同
条
第
二
十
一
項
の
地
域
活
動
支
援



セ
ン
タ
ー
及
び
同
条
第
二
十
二
項
の
福
祉
ホ
ー
ム
を
設
置
し
、
又
は
経
営
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
法
人

（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
七
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
第
二
条
第
四
号
中
「
行
う
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
を
設
置
し
、
若
し
く
は
経
営
す
る
者
」
と
、
同
条
第

四
号
の
二
中
「
行
う
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
も
の
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
と
す
る
。

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
八
条

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
、
第
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項



」
に
、
「
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
」
を
「
障
害
者
支
援
施
設
等
」
に
、
「
第
二
十
七
条
第
三
項
及
び
第
五
項
た
だ
し
書
」

を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。

四

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
（
入
所
及
び
更
生
援
護
の
実

施
の
委
託
を
受
け
る
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

五

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
三
条
第
三
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項

第
十
三
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
四
十
三
条
の
四

第
十
三
条
第
四
項
中
「
第
二
十
八
条
」
の
下
に
「
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
四
」
を
加
え
、
「
同

条
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
に
改
め
る
。

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
九
条

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十

七
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
二
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
事
業
、
同
条
第
三
項
」

を
「
第
六
条
の
二
第
二
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三

号
中
「
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
第
三
十
一
条
の
二
」
を
「
第
三
十

一
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し

、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

（
生
活
介
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
、
共
同
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援

（
主
と
し
て
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
居
住
者
に
便
宜
を
供
与
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。

）
又
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
事
業
の
用
に
供
す

る
施
設
、
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム

第
二
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
を
第
八
号
と
す
る
。

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）



第
五
十
条

施
行
日
前
に
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成

十
七
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
住
宅
計
画
に
記
載
さ
れ
た
公
営
住
宅
建
替
事
業
で
あ
っ
て

、
当
該
公
営
住
宅
建
替
事
業
が
施
行
さ
れ
る
土
地
の
区
域
に
お
い
て
新
た
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
に
お
け
る

多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
知
的
障
害
者

相
談
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
障
害
児
相
談
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
、
同
条
第
三
号

に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
、
精
神

障
害
者
授
産
施
設
、
精
神
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
若
し
く
は
精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
同
条
第
八
号
に
掲
げ

る
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
を
整
備
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
に
お
い
て
当
該
地
域

住
宅
計
画
に
記
載
さ
れ
た
公
営
住
宅
建
替
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
公
営
住
宅
建
替
事
業
が
施
行
さ
れ
る
土
地
の
区
域
に
お
い

て
新
た
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
を
整
備
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
身
体
障
害
者
更
生
援
護

施
設
が
障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
に
移
行
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
当
該
施
設
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

る
政
令
の
規
定
を
改
め
る
等
、
関
係
政
令
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


